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法
学
研
究

第
八
十

巻

自

一

号
J

至
十
二
号
」

論

説

法学研究第81巻総目次

梅
謙
次
郎
『
最
近
判
例
批
評
』
の
商
法
学
的
意
義

l
現
代
商
法
学
の
た
め
に
｜

広
東
に
お
け
る
農
民
自
衛
軍
の
制
度
化
と
発
展
の
過
程
（
一
九
二
四
年

1
一
九
二
七
年
）

ー
国
共
合
作
期
に
お
け
る
革
命
軍
隊
の
基
盤
形
成
｜

裁
判
論
緒
編
：
：
：
：
：

脱
法
的
条
項
の
効
力
規
制
に
つ
い
て
（
二
・
完
）
：
：

ー
一
括
支
払
い
シ
ス
テ
ム
契
約
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
お
よ
び
債
権
譲
渡
契
約
に
お
け
る
停
止
条
件

条
項
を
め
ぐ
る
近
時
の
二
つ
の
最
高
裁
判
決
を
契
機
と
し
て
｜

ジ
ャ
ワ
島
中
部
地
震
災
害
支
援
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
・
：

ー
日
本
の
ソ
フ
ト
・
パ
ワ

1
に
関
す
る
批
判
的
考
察
｜

ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
法
典
に
お
け
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
規
制
の
背
景
：
：
：

ー
集
団
的
利
益
（
－

E
2
2
2
e
p
g）
を
考
慮
し
た
「
勧
誘
」
概
念
の
構
築
に
向
け
て

l

総
目
次

号

頁区ヨ
三玉

高阿伊片山

田南東山本

友晴

仁亮乾

直

也

信

人

前

田

美

千

代
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国
際
法
史
上
の
問
題
と
し
て
の
ス
イ
ス
の
「
独
立
」
（
一
）

ー
「
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
名
の
幻
想

l

一
九
世
紀
後
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
》

に
つ
い
て
（
二

l
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
上
代
位
論
の
前
史
と
し
て
｜
－
－

国
際
法
史
上
の
問
題
と
し
て
の
ス
イ
ス
の
「
独
立
」
（
二
・
完
）
・

ー
「
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
名
の
幻
想
｜

一
九
世
紀
後
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
》

に
つ
い
て
（
二
・
完
）
｜
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
上
代
位
論
の
前
史
と
し
て
1

日
中
関
係
と
国
内
政
治
の
相
互
連
関

ー
近
年
の
関
係
改
善
を
め
ぐ
っ
て
｜

マ
ッ
カ

l
サ

l
と
ク
パ
タ
ー
ン
ボ

l
イ
ズ
ψ

（一）

｜
日
米
開
戦
か
ら
パ
タ
ー
ン
ク
死
の
行
進
。
ま
で
｜

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
方
的
訴
訟
終
了
宣
言
に
つ
い
て
（
一
）

マ
ツ
カ

l
サ

l
と
ク
パ
タ
ー
ン
ボ
l
イ
ズ
。
（
二
・
完
）
・
：
：

ー
日
米
開
戦
か
ら
パ
タ
ー
ン
ク
死
の
行
進
ψ

ま
で
｜

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
方
的
訴
訟
終
了
宣
言
に
つ
い
て
（
二
）

共
通
善
の
政
策
学

l
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
政
策
科
学
1

・．

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
方
的
訴
訟
終
了
宣
言
に
つ
い
て
（
三
）

日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
在
外
公
館
の
「
外
国
新
聞
操
縦
」
・
：
：
：
・

ー
ア
ジ
ア
と
大
洋
州
で
何
を
ど
う
広
報
し
た
の
か
｜

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
方
的
訴
訟
終
了
宣
言
に
つ
い
て
（
四
・
完
）

区耳区ヨヨヨLヨ三フh主フ可4コtコノ、、ノ」ブLプし一←

プしtコ喜一一
四
三

明水明水国増坂増坂菊松坂坂
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寸
1

1

一
特
集
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一

O
O周
年
・
慶
慮
義
塾
創
立
一
五

O
年
記
念
日
伯
比
較
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

一

解

題

司
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一

O
O周
年
・
慶
慮
義
塾
創
立
一
五

O
年
記
念
日
伯
比
較
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
と

日
本
側
報
告
の
記
録

－

論

説

－
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
と
外
国
人
労
働
者
法
制
の
課
題

報

告

一
来
日
外
国
人
犯
罪
の
現
状
と
刑
事
法
的
対
応

ー
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
犯
罪
を
中
心
と
し
て
｜

二

O
O五
年
新
会
社
法
制
定
の
背
景
と
問
題
点

一
日
本
に
お
け
る
民
法
改
正
論
議
の
動
向

一
債
務
不
履
行
制
度
の
基
本
構
造
と
民
法
改
正

上
父
渉
と
日
本
人
の
契
約
意
識
｜

一
販
売
・
勧
誘
ル

l
ル
、
広
告
的
申
込
み
、
情
報
提
供
義
務

ー
ブ
ラ
ジ
ル
と
日
本
の
消
費
者
法
比
較
｜

一
日
本
に
お
け
る
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度

「電
気
通
信
分
野
の
市
場
自
由
化
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス

社
会
実
験
と
法
制
度
の
設
計

マ
ン
ハ
イ
ム
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論

ート一←一←一←ー←一←ート一←

四一一一
ヨ王．三fi.
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池山太池宮北
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F
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田

美

千
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木
青大蔭

浩
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株
式
制
度
の
想
定
外
利
用
と
従
業
員
持
株
制
度

経
済
法
学
会
の
発
足
と
そ
の
創
生
期
の
活
動
に
見
る
問
題
意
識

米
国

L
N
G輸
入
基
地
規
制
を
め
ぐ
る
連
邦
法
の
適
用
理
論
に
関
す
る
一
考
察

ー
連
邦
天
然
ガ
ス
法
三
条
及
び
七
条
を
中
心
と
し
て
｜

抵
当
権
の
複
数
の
被
担
保
債
権
中
の
一
個
債
権
の
保
証
人
に
よ
る
代
位
弁
済
と

抵
当
不
動
産
売
却
代
金
の
配
当
：
：
：

ー

H
げ
／

1
／
幻
最
高
裁
判
決
の
「
事
案
分
析
（
利
益
状
況
分
析
）
」
｜

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
事
訴
訟
法
と
訴
訟
終
了
宣
言
：
：

ド
イ
ツ
倒
産
法
に
お
け
る
物
上
代
位
：
：
：
：
：

ー
倒
産
管
財
人
の
処
分
に
よ
る
代
位
物
の
規
律
｜

情
報
通
信
制
度
の
変
容
！
レ
イ
ヤ
ー
型
規
制
の
意
義
｜

「
狩
猟
の
場
」
の
議
論
を
巡
っ
て

ー
土
地
所
有
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
共
」
的
な
資
源
利
用
管
理
の
可
能
性
｜

イ
ス
ラ
ム
金
融
と
そ
の
可
能
性
・
：
：

建
築
基
準
法
上
の
二
項
道
路
と
条
例
等
に
よ
る
協
議
手
法
：
：
・
：

｜
協
議
内
容
違
反
と
自
治
体
に
よ
る
民
事
訴
訟
の
可
否
｜

情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
の
構
造
：
：
：
：
：

ー
不
開
示
決
定
の
違
法
性
を
請
求
原
因
と
す
る
場
合
を
中
心
に
し
て

l

労
働
契
約
に
お
け
る
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
：
：
：

ー
労
働
者
の
身
体
的
・
精
神
的
過
労
、
ス
ト
レ
ス
等
に
よ
る
労
災
事
案
を
中
心
と
し
て
｜

英
国
土
壌
汚
染
地
法
の
諸
問
題

寸コ
tコ

八
九一O七IZ9 一

九
九

一六九
プL一四七

tコ
IZ9 四

五
七
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行
政
裁
量
と
判
断
過
程
統
制

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
・
利
用
・
外
部
委
託
に
関
す
る
一
考
察
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
士
一

電
力
自
由
化
の
動
向
と
課
題
：

教
員
免
許
の
失
効
と
地
方
公
務
員
の
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
一
考
察
：
・

！
教
員
免
許
更
新
制
度
を
手
が
か
り
と
し
て
｜

都
市
計
画
法
五
三
条
と
損
失
補
償
の
要
否
：
・

料
金
規
制
の
政
治
経
済
学
：
：
・

z
o
Z
2
0
開
口
同
巧
片

E
ロ
ロ
向
。
ロ
円
四

2
0
2－仙の何回。ロ
ω己
σ
ω
2
2
4司
色
丹
ロ
ロ

m
E』
mw同）
mwロ
ロ
ロ
仏

F
F
－12

40同一向
mwmwω
ロロ

mω
同10の『昨日仙の
F
Oロ
〈
O
M
M
E
W⑦
同
己
ロ

m：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
－

j
i
－－：：

j
i
－－：：：・：十二

資

事ヰ

パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
』
（
一
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
へ
の
信
託
の
導
入

法学研究第81巻総目次

バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
』
（
二
）

バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
』
（
一
二
）

五
O
七

五一毛
五
六

五
九

矢皆橋山

本

博

之

山

I
 
l
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治

贋

島

正

之

口

亨

六一七
三
〈
八

渡

井

理

住

子
弘
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内
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八
六

ω
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F
H
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q
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央
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エ
1
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ロ
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平
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裕
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3) 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正

｜
開
放
的
保
護
の
導
入
｜

法学研究82巻3号（2009

バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
』
（
四
）

〔
商
法
〕

判
例
研
究

ート

五
三

坂

九一一一

堤堤

田
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林林

恵剣
／ 
訳

四
八
三

Cコ

法

研

究

会

岡

本

智

英

子

四
八
四

四
八
五

四
八
六

四
八
七

四
八
八

四
八
九

会
社
分
割
後
の
新
設
会
社
に
よ
る
商
号
の
続
用
と
債
権
者
保
護

退
職
取
締
役
に
対
し
会
社
の
内
規
に
基
づ
い
た
退
職
慰
労
金
を
支
給
し
な
い
場
合
に
代
表

取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
し
た
事
例

新
株
が
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
新
株
発
行

の
無
効
原
因
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

プ
ロ
野
球
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
（
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
）
が
統
一
契
約

書
一
六
条
に
よ
り
プ
ロ
野
球
球
団
に
独
占
的
に
使
用
許
諾
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
事

例洋
服
販
売
業
の
営
業
議
渡
を
受
け
た
会
社
が
、
譲
渡
会
社
の
屋
号
を
商
号
と
し
て
続
用
し

た
場
合
、
商
法
二
六
条
一
項
の
類
推
適
用
が
否
定
さ
れ
た
事
例

報
酬
支
給
の
対
象
と
な
る
取
締
役
は
、
株
主
総
会
に
提
案
さ
れ
た
取
締
役
報
酬
議
案
の
内

容
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
提
案
し
た
取
締
役
に
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す

る
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

生
命
保
険
の
契
約
者
が
両
親
と
と
も
に
一
家
心
中
し
た
場
合
に
保
険
金
受
取
人
の
変
更
の

意
思
表
示
は
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
通
知
は
保
険
会
社
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

そ
の
変
更
の
効
力
は
生
じ
新
保
険
金
受
取
人
は
保
険
会
社
に
死
亡
保
険
金
を
請
求
し
得
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
事
例
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四
九
O

一
、
会
社
法
四
三
三
条
二
項
三
号
の
「
請
求
者
」
に
は
、
請
求
者
と
一
体
的
に
事
業
を
営

ん
で
い
る
親
会
社
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
た
事
例

二
、
会
社
法
四
三
三
条
二
項
三
号
所
定
の
「
競
争
関
係
」
に
は
、
近
い
将
来
に
お
い
て
競

争
関
係
に
立
つ
蓋
然
性
が
高
い
場
合
も
含
む
と
さ
れ
た
事
例

二
重
無
権
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
た
事
例

株
式
移
転
に
よ
り
完
全
親
会
社
の
株
主
と
な
っ
た
者
は
、
完
全
子
会
社
の
取
締
役
等
役
員

の
責
任
を
株
主
代
表
訴
訟
で
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例

日
刊
新
聞
社
に
お
い
て
社
員
株
主
制
度
に
基
づ
く
ル

l
ル
に
従
わ
な
い
株
主
譲
渡
の
可
否

ー

l
t日
経
新
聞
事
件

四
九

四
九

四
九
三
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裁
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訴
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究
〕

ノ」プL→ー
一←

一一一五一一一七ノL
プL

一
O
五

長高金来
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周
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仁

悠
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四

民
事
訴
訟
法
研
究
A.. 
~ 日召

四

平
一
九

1
（
民
集
六
一
巻
二
号
七
一
一
頁
）

平
一
七

8
（
民
集
六

O
巻
一

O
号
一
一
八
頁
）

平
一
九

2
（
民
集
六
一
巻
二
号
五
八
六
頁
）

平
一
八

8
（
民
集
六

O
巻
八
号
三
二
三
四
頁
）

平
一
九

3
（
民
集
六
一
巻
九
号
三
四
O
O頁）

四
二
二

四
一
四

四
一
五
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数
量
的
な
一
部
を
明
示
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
の
係
属
中
に
請
求
が
拡
張
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
残
部
に
つ
き
民
法
一
五
三
条
の
催
告
が
継
続
し
て
い
る
も
の
と

さ
れ
た
事
例

高
松
高
裁
平
成
一
九
年
二
月
二
二
日
判
決
（
高
松
高
裁
平
成
一
七
年
（
ネ
）
四

O
O号
・
同
一

八
（
ネ
）
一
九
二
号
）
損
害
賠
償
請
求
控
訴
、
同
附
帯
控
訴
事
件
、
高
等
裁
判
所
民
事
判
例
集

六
O
巻
一
号
一
頁
H
判
例
時
報
一
九
六

O
号
四
O
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
三
五
号
一
九
九
頁
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石

渡

哲

181 



法学研究82巻3号（2009:3) 

58 

（
原
審
徳
島
地
裁
美
馬
支
部
平
成
一
七
年
一

O
月
二
五
日
判
決
）

外
国
国
家
の
大
使
館
用
の
土
地
建
物
取
得
及
び
取
得
費
用
融
資
の
仲
介
を
内
容
と
す
る
仲
介
契

約
に
基
づ
く
報
酬
請
求
の
訴
え
に
つ
い
て
、
外
国
国
家
の
民
事
裁
判
権
免
除
が
認
め
ら
れ
た
事

uv 
東
京
地
裁
平
成
一
七
年
一
二
月
二
七
日
判
決
（
東
京
地
裁
平
一
五
（
ワ
）
第
二
九
七
二
六
号
）

報
酬
金
請
求
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
二
二
二
号
二
八
七
頁
、
判
例
時
報
一
九
二
八
号
八
五
頁

動
産
引
渡
請
求
控
訴
事
件
、
同
付
帯
控
訴
事
件
東
京
高
裁
平
一
六
（
ネ
）
第
三
六
七
九
号
、
平

一
九
（
ネ
）
第
四
四
二
号

平
一
九
・
三
・
一
四
第
九
民
事
部
判
決
H
判
タ
一
二
四
六
号
三
三
七
頁

原
審
東
京
地
裁
平
一
四
（
ワ
）
第
二
六
四
二
七
号
、
平
一
六
・
六
・
一

O
判
決
H
判
タ
一
一
八

五
号
コ
二
五
頁
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〔
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集
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裁
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研
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19 

将
来
の
給
付
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
の
で
き
る
請
求
権
と
し
て
の
適
格
を
有
し
な
い
も
の
と

さ
れ
た
事
例

最
高
裁
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
成
一
八
年
（
受
）
第
八
八
二

号
、
横
田
基
地
夜
間
飛
行
差
止
等
請
求
事
件
）

20 

離
婚
の
訴
え
に
お
け
る
別
居
後
離
婚
ま
で
の
間
の
子
の
監
護
費
用
の
支
払
を
求
め
る
旨
の
申
立

て
と
裁
判
所
の
審
理
判
断
の
要
否
離
婚
等
請
求
本
訴
、
同
反
訴
事
件
、
平
成
一
九
年
三
月
三

O

日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
一
七
（
受
）
第
一
七
九
三
号
）
裁
判
所
時
報
一

四
三
三
号
一
二
八
頁
、
家
裁
月
報
五
九
巻
七
号
二
一

O
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
四
二
号
一
二

O
頁
、
判
例
時
報
一
九
七
二
号
八
六
頁

21 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
介
護
給
付
費
等
の
請
求
の
た
め
に
審
査
支
払
機
関
に
伝
送
す
る
情
報

を
利
用
者
の
個
人
情
報
を
除
い
て
一
覧
表
に
ま
と
め
た
文
書
が
、
民
訴
法
二
二

O
条
四
号
ニ
所

定
の
「
専
ら
文
書
の
所
持
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
文
書
」
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

平
成
一
九
年
八
月
二
三
日
第
二
小
法
廷
決
定
（
最
高
裁
平
成
一
九
年
（
許
）
第
一
八
号
文
書
提

出
命
令
に
対
す
る
抗
告
審
の
変
更
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
五
二

号
一
六
三
頁
、
判
例
時
報
一
九
八
五
号
六
三
頁
）
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